
（別冊様式第１号）

年　　月　　日

（宛先）

大阪広域水道企業団企業長　様

(給水装置工事申込者)

 　給水主管工事場所

給水主管工事誓約書

住 所

氏名又は名称

代表者の氏名

この度、下記の場所にて給水主管工事の申込みをするにあたり、下記の事項を条件とし、遵守す

ることを誓約します。

１. 大阪広域水道企業団水道事業給水条例及び大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程を

遵守します。

２. 申請場所の道路形態は完成していることを確認のうえ施行します。

３. 企業長が必要と認めるときは、利害関係書等の同意書等を提出します。なお、給水主管工事を

施行するにあたり発生した問題については、申込者が解決します。

４. 工事の施行は手数料等の納入後とし、全額申込者の負担とします。

５. 正当な理由なく納入期限までに手数料等を納金しない場合、申込みを取り消したとみなされて

も異議は申しません。

６. 工事竣工後、手数料等を精算した結果、不足が生じたときは、速やかに不足額を企業団に納入

します。

７. 設置した給水主管は大阪広域水道企業団に無償譲渡し、譲渡後の維持管理は大阪広域水道企業

団が行います。なお、譲渡した水道施設がある土地を第三者に帰属、譲渡又は売却する場合は、

相手方にその内容を周知し、継承いたします。

８. 譲渡を受けた日から２年以内に当該水道施設に瑕疵のあることが判明した場合は、申込者の費

用をもって改修いたします。

９. 別途宅地内へ給水管を引込む場合は、本工事の水圧検査及び水質検査に合格した後に行います。

10. 上記にない事項又は疑義が生じたときは、その都度協議し処理いたします。



（別冊様式第２号）

※位置図（地図）裏面印刷

給水に関する一切の事項について、企業団の条例及び規程等を遵守します。
当該給水装置は臨時用水（工事用）以外の目的には使用しません。

指定給水装置工事事業者 指定第 号

住 所

　※太枠内のみ記入してください。
〔留意事項〕
（１）この申請書を受け付けた日をもって、臨時用水の開栓申込みがあったものとみなします。

（２）工事場所に既設の水道メーターがある場合、臨時用水の開始指針は、原則として前使用者の中止指針となります。

（３）原則、臨時用水申請者（委任代理人）からの中止申込み又は次使用者の開始申込みがあるまでは、臨時用水道料金が適用されます。

（４）他の工事場所において臨時用水道料金の未納があるときは、本申込書を受理できないことがあります。

（５）裏面に位置図を印刷して下さい。

※ 藤井寺水道センター使用欄

 □ その他（備考に記載）

基本水量 ２㎥

臨時用水道料金請求書
（納付書）送付先

※ 申請者又は委任代理人欄と同
じであっても再度記載してくださ
い。

住　所

フリガナ

（担当者名）

臨時用水道料金
（２カ月分・税抜き）

（連絡先ＴＥＬ：　 - - ）

基本料金

超過料金

1,496円

（１㎥につき）

748円

臨 時 用 水 申 請 書 （ 新 設 ・ 改 良 ）

　大阪広域水道企業団企業長　様

工事場所
（所在地）

受 付 年 月 日 年　 　月　 　日 
担 当 者

受 付 番 号

□　私（申請者）は、大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者であり、上記工事場所における臨時用
　水の開栓を申し込みます。

申請者

住　所
〒

フリガナ

氏名又は名称
代表者の氏名

ど
ち
ら
か
を
選
択

指定給水装置工事事業者　指定番号

□　上記工事場所における臨時用水の開栓を下記委任代理人（指定給水装置工事事業者）に委任し申し込
　みます。また、委任代理人に臨時用水の申込に係る一切の権限を委任します。

　　 臨時用水の水道料金については、以下の臨時用水道料金請求書（納付書）送付先へ請求してください。
　なお、申込みにあたり下記の事項を遵守することを誓約するとともに、臨時用水の水道料金について大阪広
域水道企業団水道事業給水条例及び大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程を給水契約の約款とするこ
とに合意します。

記

１．
２．

 〒

氏名・社名

代表者の氏名

（連絡先TEL: - -

 □ 開発地内の工事用

量　水　器  □ １戸建て専用住宅

口径 メーター番号 指示数  □ 　　階建て集合住宅

使　用　者　番　号

□ 新 設 □ 改 良

氏名又は名称

水 栓 番 号 備　考

）

委
任
代
理
人

φ



位置図（※必ず印刷してください）



（別冊様式第３号）

申込者名

指定業者名

給水装置工事主任技術者

現場住所

管種・口径・延長

検査年月日 　年　　　月　　　日

常圧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭＰａ

開始圧力 　　　　　　　時　　　　　分　　　　　ＭＰａ

終了圧力 　　　　　　　時　　　　　分　　　　　ＭＰａ

検査実施者

立会人

検査区間 別紙のとおり

水圧検査結果報告書

チャート紙

貼り付け



（別冊様式第４号）

年　　月　　日

（宛先）

大阪広域水道企業団企業長　様

住 所

氏名又は名称

代表者の氏名

申請場所：

使用者番号 使用者番号

口　　　径 口　　　径

使用者番号 使用者番号

口　　　径 口　　　径

使用者番号 使用者番号

口　　　径 口　　　径

・撤去を申請する給水管

給水管撤去申請書

下記の申請場所において、給水管の撤去を申し込みます。なお、申込みにあたり当該給水管に係

る一切の権利を放棄することを誓約します。



（別冊様式第５号）

　　年　　月　　日

（宛先）

大阪広域水道企業団企業長　様

（申込者）

　私儀、 番地に建築いたします建物につきまして、給

水装置の設置は２階までとし、３階以上へは給水装置の設置はいたしません。

　また、所有権、使用権等の譲渡変更があった場合は、本誓約事項をすべて継承いたします。

　なお、３階以上に給水装置の設置が必要な場合は、企業団と必要な協議を行い、指示に従いま

す。

給水装置不設置誓約書

住 所

氏名又は名称

代表者の氏名



適合〇

工 事 場 所

給 水 装 置 工 事 申 込 者

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者

既設配管の再利用箇所に亜鉛メッキ鋼管及び鉛管が利用されておらず、材質が構
造材質基準に適合した製品が使用されている。

(別冊様式第６号)

貯水槽式から直結式への切替えに伴う給水装置工事主任技術者による検査表

検  査  の  内  容

現行の使用水量、使用場等の調査の結果、給水装置は適合している。

既設配管の配水形式、配管材料が把握できている。

既設配管の劣化状況が把握できている。

既設配管に耐圧試験(0.75MPa・10分間)の結果、水漏れがない。

既設配管の水質検査（法第20条第３項に規定する者の検査）の結果、水質基準を
満たしている。
 【採水方法】５Ｌ/分で５分排水。15分間滞留後、採水。
 【試験項目】味・臭気・色度・濁度

貯水槽下流側の口径は、配水管分岐より貯水槽上流側の口径以下である。


